
広電日生 「海外旅行保障プラン」 の紹介

Ⅰ．海外旅行保険の運営会社 Company

広電日生人寿保険有限公司

広電日生人寿保険有限公司は、日本生命保険相互会社と上海広電（集団）有限公司が共同出資で設立した保険会社で、登録資本金

は３億人民元で双方の出資割合はそれぞれ５０％となっております。2003年11月に正式開業以来、上海にて個人保険、団体保険、及び
銀行窓口販売を中心に保険事業を行っております。

優普（Europ Assistance）グローバル援助会社
長い歴史と豊富な健康介護及び援助経験を持ち、２０８の国家と地区で信頼できる援助機構と多国言語援助センターを保有し、２４時

間援助サービスを提供。世界で４０万ヶ所のサービス提供拠点を持ち、１億以上の顧客に医療と援助サービスを提供しています。

Ⅱ．保障内容について Insurance Benefits

■ 意外事故及び障害保障 旅行期間中に意外事故で死亡、或いは障害状態になった場合、所定の金額（死亡の場合は保険金額、障害の場合は障害の程
度に応じて約款規定の金額をお支払いします。

■ 緊急通院医療保障 被保険者の状況により、援助機構の医者の許可を得た上で、必要な医療検査と治療を受けることが可能。当社は援助機構を通じ
て発生した医療費用を負担します（診査費、検査費、X光費用及び薬代を含む）。但し、超音波、 CT、 MRIに関する費用、また同じ
事故（病気）について１回目目の費用については４００元の部分は被保険者の自己負担となります。

■ 緊急歯科通院保障 被保険者が意外事故に遭い、当事故を直接の原因として歯科治療が必要となる場合、当社は援助機構を通じて緊急治療を手配
します。またその歯科通院費用を負担します（初診と再診を含む）。各事故毎に４０００人民元を上限とし、且つ事故毎の初回歯科
通院費用は４００元以下の部分は被保険者の自己負担となります。

■ 診療手配、医療費用の負担 被保険者が海外旅行中に意外傷害或いは突発性の急病になった場合、当社は授権された海外救援機構を通じて救援責任及び
発生した費用を負担します。また、受診手配、病室料、食事代及び入院にあたって必要な施設、治療とサービス費用も負担します。

被保険者の病状に応じて、且つ当地の医療条件では充分な治療が受けられる保証がない場合は最適な方法で医療設備、運送
手段及び同行看護人員を手配、被保険者をより適切な病院へ転送し治療を受けていただきます。

■ 転院治療

治療措置が終了、或いは病状が安定し旅行を再開できるようになった場合には、援助機構は被保険者を中華人民共和国に帰
国出来るよう手配する。帰り道の航空券は被保険者のものの利用とする、もし援助の原因で航空券が期限を過ぎた場合、費用
は当社が負担いたします、もし航空券がない場合、費用は自己負担となります。

■ 帰国



保証内容（続き）

１２歳以下の児童が入院する場合、両親のうち一人は同行、介護できる。病院の近くに宿泊する場合は毎晩８００元以内の
宿泊費用は当社が負担します。（但し上限５日間）

■ こどもが入院した場合の介護

■ こどもの帰国手配 被保険者が同行する未成年子女の面倒を見る人がいない場合、援助機構が帰国手配をします。（但し、費用は自己負担）

被保険者が保険責任内の事故により死亡した場合、援助機構は遺族の意向に従って遺体の中国への帰国搬送或いは埋
葬サービスを提供します。且つ限度額内（棺の費用上限額：6000元、事故発生地での埋蔵費用上限額：8000元）において発
生した関連費用を負担します。

■ 火葬、遺体（遺骨）の帰国搬送

＊以上の保障内容は参考であり、詳細の内容は保険約款を基準とします。

Ⅲ．その他のサービス Value-added Services

２４時間サービスホットライン 24 Hours Hotlines Assistances Services 

被保険者に援助が必要になった場合、２４時間中国語、英語及び日本語のホットラインサービスを提供；

行政支援 Administration Assistances 

被保険者が海外旅行中に強盗・強奪等に遭い旅券を紛失した場合、当社は援助機構を通じて再発行手続きに協力します。（但し費用は被保険者の自己負担）.

法律支援 Legal Assistance 

被保険者が海外旅行中に法律に関する援助が必要な場合、当社は援助機構を通じて協力します。（但し発生費用は被保険者の自己負担）

情報サービス Advices Services 

各種類の情報サービスを提供します。（例；旅行情報、ビザ情報、天気情報、領事館情報）

Ⅳ．注意事項 Special Notices

1. 契約者は必ず被保険者が渡航する前に契約しなければならず、また被保険者様お一人当たり一つのご契約に限ります。（複数のご契約は無効となります）

2. 加入年齢は満60日から70歳までとなります。

3. 契約の有効期間中においては、毎回の海外旅行において旅行が継続している期間内のみを保障します。

4. 中国保険監督管理委員会の規定に基づき、未成年者の死亡保険金額は10万人民元を最高とします。

5. 被保険者とその配偶者が共に当保険に加入した場合、同伴するこども（12歳未満、2名限度）については、死亡・障害保障を除く保障を無料で提供致します。

子供の援助上限金額は両親の中の低額者と同じとする。プラン①とプラン④にはこのサービスは提供いたしません。



保険金額 Insurance Assured
保険責任

プラン① プラン④
100,000

8,000

4,000

診療手配及び医療費用の負担

転院治療
400,000 750,000 1,000,000 400,000

火葬、遺体（遺骨）の帰国運搬 棺の費用上限額：6000元、事故発生地での埋蔵費用上限額：8000元

同伴する子供の保障

帰国
治療措置が終了、或いは病状が安定し旅行を再開できるようになった場合には、帰国出来るよう手配する。帰り道の航空券は原則

自己負担

子供が入院した場合の介護 800/日（5日以内）

両親が共に当保険に加入した場合、同伴の子供（12歳未満、2名限度）に以上すべでの援助サービスを無料で提供いたします。
プラン①と④は提供いたしません。

子供の帰国手配 同行する未成年子女の面倒を見る人がいない場合、帰国手配をします、費用は自己負担。

意外死亡／障害保障

緊急通院医療保障

緊急歯科通院

プラン② プラン③
300,000 500,000

8,000

4,000

8,000

4,000

1,000,000

8,000

4,000

Ⅴ． 保障内容 Protection Plan

注：未成年者の方はプラン④のみとなります。また、緊急通院医療・歯科治療保障につきましては、４００元の免責金額（自己負担金）があります。

-3,4862,308-180日／180days

-6,4324,346-365日／365days

9603,4402,1051,340※1年／1year

6311,7831,17576190日／90days

5771,6101,06569175日／75days

5181,42194561460日／60days

4391,22280952545日／45days

35395463841530日／30days

30884156036421日／21Days

27572648931914日／14Days

1574262841857日／7Days

プラン④プラン③プラン②プラン①

保険料 Premium保険期間 /
最長連続旅行期間

Ⅵ． 保険料（例） Ｐｒｅｍｉｕｍ Table

単位：人民元（RMB)

単位：人民元（RMB)

※ 1年内複数回の海外旅行を保障いたします。但し、毎回の最長連続旅行期間は90日とさせていただきます。

注：最終的な解釈は商品約款にご参照してください。



● 以下の番号で優普中国アラームセンターとの連絡をお願いしたします。

IDD電話：＋8621（国地域番号）＋6146-1800 【優普中国アラームセンター】

● 以下の番号で優普中国アラームセンターとの連絡をお願いしたします。

IDD電話：＋8621（国地域番号）＋6146-1800 【優普中国アラームセンター】

（救援カード上にも記載されております）

Ⅷ． サービスが必要な時の連絡方式 Emergency Contact

広電日生人寿保険有限公司
住所：上海市南京西路1468号中欣大厦37F 
電話番号：021-6247-6633
ファクス：62473993

http://www.nissay-svalife.com.cn

Ⅶ． 主な責任免除事項 Exemption 

（免責事項の詳細は保険約款をご参照ください）

保険引受先

●被保険者の故意による行為
●被保険者の犯罪活動或いは逮捕によるもの
●被保険者による飲酒、自殺、故意による自傷、毒物の服用、吸飲、注射等
●被保険者による飲酒運転、無免許運転
●被保険者の人工授精、不妊症や避妊等の手術、懐妊、流産、分娩及びそれに起因する併発症。但し意外事故による
場合を除く。
●美容整形、薬物、過敏、その他の医療事故
●被保険者による潜水、スキー、落下傘、バンジ－ジャンプ、ロッククライミング、探検活動、等の高リスク活動
●一般的な身体検査、健康検査、療養、リハビリ活動
●歯科治療、美容手術、外科整形等の非緊急的治療による手術
●臓器移植による費用
●戦争、軍事行動、暴動、武装反乱、化学汚染等
●領収書のない費用
●被保険者が契約前に有する既往症
●約款に定める危険地域


